
保健事業の実施等に関する指針の改正について

以下の３つの告示について一部改正を行い、本年６月１４日に公布。
・ 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を改正する件
・ 国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を改正する件
・ 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部
を改正する件

○ 平成27年の医療保険制度改革において、個人の予防･健康づくりに向けたインセン
ティブの提供について、保険者の努力義務として法律に位置づけ、保健事業の更なる
推進を図ることとしたため、指針においても、ヘルスケアポイントの付与等のインセン
ティブを保険者が提供する上での留意事項等を記載。

○ 平成２７年７月に「日本健康会議」が発足し、２０２０年の目標達成に向け、官民を
挙げて、先進的な取組の横展開が図られていることを記載。

○ その他

改正の概要

公布日

適用期日

平成28年7月11日
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